
                             新旧対照表                        （外国貿易等に関する統計基本通達） 
新 旧 

25 統計項目の記載要領 

前記 24（統計項目）中第 1号、第 7号、第 8号及び第 10 号から第 15 号まで

に掲げる統計項目については、税関様式関係通達（昭和 47 年 3月 1日蔵関第 107

号）Ⅱ記載要領及び留意事項の関税法関係中「輸出申告書」（C－5010）又は同中

「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用）」（C－5020）

に定められた記載要領により記載させる。 

なお、前記 24 中第 10 号について、セットとして課税又は免税される貨物が適

用される減免税条項符号等が異なるため、その一部が同一統計品目番号により分

割して申告される場合において、数量単位が「NO」のときは、金額の最も大きい

貨物の数量（NO）のみを記載させ、他の貨物の数量（NO）は「0」と記載させる。

再輸出入品（総トン数が 500 トン以上の船舶を除く）については、数量は KG を

記載させる。 

 

38 資料 
  通過貿易統計を作成するために使用する資料は、次のとおりである。 

(1) 積戻し申告書（展示等承認貨物積戻し申告書を含む。） 
(2) 外国貨物船（機）移届 
(3) 外国貨物の仮陸揚届 

 

別紙第２ 

 

税 関 符 号 表 

符号 事 務 所 名 

 

 

 

１００７ 

 

１０１２ 

 

１０３０ 

 

 

 

４００８ 

 

４０１２ 

 

（省略） 

 

 東京税関大井出張所 

 

東京税関東京航空貨物出張所 

 

東京税関羽田出張所 

 

（省略） 

 

 大阪税関南港出張所 

 

大阪税関大阪航空貨物出張所 

25 統計項目の記載要領 

前記 24（統計項目）中第 1号、第 7号、第 8号及び第 10 号から第 15 号まで

に掲げる統計項目については、税関様式関係通達（昭和 47 年 3月 1日蔵関第 107

号）Ⅱ記載要領及び留意事項の関税法関係中「輸出申告書」（C－5010）又は同

中「輸入（納税）申告書（内国消費税等課税標準数量等申告書兼用）」（C－5020）

に定められた記載要領により記載させる。 

なお、同中第 10 号について、セットとして課税又は免税される貨物が適用さ

れる減免税条項符号等が異なるため、その一部が同一統計品目番号により分割

して申告される場合において、数量単位が「NO」のときは、金額の最も大きい

貨物の数量（NO）のみを記載させ、他の貨物の数量（NO）は「0」と記載させる。

再輸出入品（総トン数が 500 トン以上の船舶を除く）については、数量は KGを

記載させる。 

 

38 資料 

  通過貿易統計を作成するために使用する資料は、次のとおりである。 

(1) 積戻し申告書（展示等承認貨物積戻し申告書を含む。） 
(2) 外国貨物船移届 
(3) 外国貨物の仮陸揚届 

 

別紙第２ 

 

税 関 符 号 表 

符号 事 務 所 名 

 

 

 

１００７ 

 

１０１２ 

 

１０３０ 

 

 

 

４００８ 

 

４０１２ 

 

（同左） 

 

 東京税関大井出張所 

 

東京税関東京航空貨物出張所 

 

東京税関羽田出張所 

 

（同左） 

 

 大阪税関南港出張所 

 

大阪税関大阪航空貨物出張所 



                             新旧対照表                        （外国貿易等に関する統計基本通達） 
新 旧 

 

４０２０ 

 

 

 

４６００ 

 

４６０２ 

 

４７００ 

 

 

 

 

堺税関支署 

 

（省略） 

 

敦賀税関支署 

 

敦賀税関支署福井出張所 

 

和歌山税関支署下津出張所 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４０２０ 

 

 

 

４６００ 

 

４６０２ 

 

４７００ 

 

 

 

 

堺税関支署 

 

   （同左） 

 

敦賀税関支署 

 

敦賀税関支署福井出張所 

 

和歌山税関支署下津出張所 

 

   （同左） 

  



                             新旧対照表                        （外国貿易等に関する統計基本通達） 
新 旧 

別紙第７ 

 

減免税条項等符号表 

 

 

（定率法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品 備考 

 

(省略) 

 

12016 

 

12021 

 

12009 

 

 

(省略) 

 

(省略) 

 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第６号 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第６号の２ 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第７号 

 

(省略) 

 

(省略) 

 

  〃  （子牛育成用飼料調製品）

 

〃   （製油原料用重油及び粗

油） 

〃  （真空管等製造用ニッケ

ルの粉等） 

 

(省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（暫定法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品 備考 

 

(省略) 

 

27054 

 

 

 

27055 

 

27057 

 

27058 

 

28041 

 

 

 

(省略) 

 

法第８条第１項第１号 

令第 20 条第１項 

 

 

法第８条第１項第２号 

令第 20 条第３項 

法第８条第１項第３号 

令第 20 条第５項 

法第８条第１項第４号 

令第 20 条第７項 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第１号 

 

 

(省略) 

 

加工又は組立てのため輸出された貨

物を原材料とした製品の減税 

（革製バッグ、革製衣類

等） 

〃  （じゅうたん、ニット製

衣類、織物製衣類等）

〃  （革製履物の甲） 

 

〃  （革製の自動車用腰掛け

の部分品） 

軽減税率等適用品目 

（学校給食用ミルク及び

クリーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第７ 

 

減免税条項等符号表 

 

 

（定率法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品 備考 

 

(同左)

 

12016 

 

 

 

12009 

 

 

(同左)

 

(同左) 

 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第６号 

 

 

法第 20 条の２第１項 

令第 57 条第７号 

 

(同左) 

 

(同左) 

 

〃  （子牛育成用飼料調製品） 

 

 

 

〃   （真空管等製造用ニッケ

ルの粉等） 

 

(同左) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（暫定法の部） 

符号 適用条項 減免税等適用物品 備考 

 

(同左)

 

27054 

 

 

 

27055 

 

27057 

 

27058 

 

28041 

 

 

 

(同左) 

 

法第８条第１項第１号 

令第 44 条第１項 

 

 

法第８条第１項第２号 

令第 44 条第３項 

法第８条第１項第３号 

令第 44 条第５項 

法第８条第１項第４号 

令第 44 条第７項 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第１号 

 

 

(同左) 

 

加工又は組立てのため輸出された貨

物を原材料とした製品の減税 

（革製バッグ、革製衣類

等） 

〃   （じゅうたん、ニット製

衣類、織物製衣類等） 

〃  （革製履物の甲） 

 

〃  （革製の自動車用腰掛け

の部分品） 

軽減税率等適用品目 

（学校給食用ミルク及び

クリーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             新旧対照表                        （外国貿易等に関する統計基本通達） 
新 旧 

 

(符号) （適用条項） （減免税等適用物品） (備考)

28042 

 

28043 

 

28044 

 

28008 

 

 

28001 

 

28004 

 

28038 

 

28045 

 

28009 

 

28030 

 

 

28003 

 

 

 

(削除) 

 

28011 

 

28061 

 

28062 

 

(削除) 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第２号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第３号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第４号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第５号 

 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第６号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第７号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第８号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第９号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 10 号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 11 号 

 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 12 号 

 

 

 

 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 13 号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 14 号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 15 号 

 

 

 

〃  （配合飼料製造用ミルク

及びクリーム） 

〃  （配合飼料製造用ホエイ

等） 

〃  （乳幼児用調製粉乳製造

用ホエイ等） 

〃  （プロセスチーズの原料

用のチーズ及びカー

ド） 

〃  （コーンスターチ製造用

とうもろこし） 

〃  （丸粒とうもろこし） 

 

〃  （コーンフレーク等製造

用とうもろこし） 

〃  （でん粉糖等製造用とう

もろこしでん粉等） 

〃  （アルコール製造用糖み

つ） 

〃  （チョコレート製造用の

ココアを含有する調製

食料品） 

〃  （トマトケチャップ等製

造用のトマトピュー

レー及びトマトペー

スト） 

 

 

〃  （石油化学製品製造用揮

発油） 

〃  （石油化学製品製造用灯

油） 

〃  （石油化学製品製造用軽

油） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(符号) （適用条項） （減免税等適用物品） (備考) 

28042 

 

28043 

 

28044 

 

28008 

 

 

28001 

 

28004 

 

28038 

 

28045 

 

28009 

 

28030 

 

 

28003 

 

 

 

28060 

 

28011 

 

28061 

 

28062 

 

28012 

 

 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第２号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第３号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第４号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第５号 

 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第６号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第８号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第９号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 10 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 11 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 12 号 

 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 13 号 

 

 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 14 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 15 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 16 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 17 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 19 号 

 

〃  （配合飼料製造用ミルク

及びクリーム） 

〃  （配合飼料製造用ホエイ

等） 

〃  （乳幼児用調製粉乳製造

用ホエイ等） 

〃  （プロセスチーズの原料

用のチーズ及びカー

ド） 

〃  （コーンスターチ製造用

とうもろこし） 

〃  （丸粒とうもろこし） 

 

〃  （コーンフレーク等製造

用とうもろこし） 

〃  （でん粉糖等製造用とう

もろこしでん粉等） 

〃  （アルコール製造用糖み

つ） 

〃  （チョコレート製造用の

ココアを含有する調製

食料品） 

〃  （トマトケチャップ等製

造用のトマトピュー

レー及びトマトペー

スト） 

〃  （石油化学製品製造用原

油） 

〃  （石油化学製品製造用揮

発油） 

〃  （石油化学製品製造用灯

油） 

〃  （石油化学製品製造用軽

油） 

〃  （製油原料用重油及び粗

油） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             新旧対照表                        （外国貿易等に関する統計基本通達） 
新 旧 

 

(符号) （適用条項） （減免税等適用物品） (備考)

28019 

 

28037 

 

 

28063 

 

 

 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 16 号 

法第８条の９第１項 

令第 34 条第１項第 17 号 

 

法第８条の９第２項 

令第 34 条第２項 

 

 

〃  （農林漁業用重油及び粗

油） 

〃  （電解精製用鉛の塊［課

税価格が 165.37 円／

kg 超のもの］） 

〃  （トマトケチャップ等製

造用のトマトピュー

レー及びトマトペー

スト） 

 

（注）(省略) 

（特例法の部）及び（その他）(省略) 

 

(符号) （適用条項） （減免税等適用物品） (備考) 

28019 

 

28037 

 

 

28063 

 

 

 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 20 号 

法第８条の９第１項 

令第 62 条第１項第 21 号 

 

法第８条の９第２項 

令第 62 条第２項 

 

 

〃  （農林漁業用重油及び粗

油） 

〃  （電解精製用鉛の塊［課

税価格が 165.37 円／

kg 超のもの］） 

〃  （トマトケチャップ等製

造用のトマトピュー

レー及びトマトペー

スト） 

 

（注）(同左) 

（特例法の部）及び（その他）(同左) 

  



                             新旧対照表                        （外国貿易等に関する統計基本通達） 
新 旧 

 

別紙第８ 
 

外国貿易統計閲覧申請書 
 

          平成   年   月   日 

 

フリガナ 

申請者氏名 

 

 

勤務先名 
 

ＴＥＬ（ ）  －    

住 所 又 は 

勤 務 先 

所 在 地 

都道           区市 

府県              

業 種 

□ １ 官公庁             □ ２ 報道関係 

□ ３ メーカー            □ ４ 金融機関 

□ ５ 商社              □ ６ サービス業 

□ ７ 通関業者            □ ８ 倉庫業者 

□ ９ その他（                      ） 

閲 覧 事 由 

□ １ 企画、立案資料のため      □ ２ 調査、研究資料のため

□ ３ 記事、原稿作成のため      □ ４ 情報サービス業のため

□ ５ その他（                      ） 

統 計 の 

期 間 

昭 和 

平 成 
年  月  ～ 

昭 和 

平 成 
年  月 

統 計 

の 

資 料 

□ 閲覧システム 

マイクロフィッシュ 

□ 品 別 国 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ 国 品 別 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ 税 関 品 別 国 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ 税 関 国 品 別 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ SITC･Rev3 

□ 月 表    □ 概 況 表  （□円 □ドル） 

□ 報 道 発 表 フ ォ ー ム    □ ９桁品別表 

□ 指 数 表    □ 船舶・航空機総計表 

□ その他 

 

受 付 番 号 貸   出 返   納 

 時   分 時  分 

 

別紙第８ 
 

外国貿易統計閲覧申請書 
 

          平成   年   月   日 

 

フリガナ 

申請者氏名 

 

 

勤務先名 
 

ＴＥＬ（ ）  －     

住 所 又 は 

勤 務 先 

所 在 地 

都道           区市 

府県              

業 種 

□ １ 官公庁             □ ２ 報道関係 

□ ３ メーカー            □ ４ 金融機関 

□ ５ 商社              □ ６ サービス業 

□ ７ 通関業者            □ ８ 倉庫業者 

□ ９ その他（                      ） 

閲 覧 事 由 

□ １ 企画、立案資料のため      □ ２ 調査、研究資料のため 

□ ３ 記事、原稿作成のため      □ ４ 情報サービス業のため 

□ ５ その他（                      ） 

統 計 の 

期 間 

昭 和 

平 成 
年  月  ～ 

昭 和 

平 成 
年  月 

統 計 

の 

資 料 

□ 閲覧システム 

マイクロフィッシュ 

□ 品 別 国 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ 国 品 別 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ 税 関 品 別 国 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ 税 関 国 品 別 別 表    （□輸 出 □輸 入） 

□ SITC･Rev3 

□ 月 表    □ 概 況 表  （□円 □ドル） 

□ 新 聞 発 表 フ ォ ー ム    □ ９桁品別表 

□ 指 数 表    □ 船舶・航空機総計表 

□ その他 

 

受 付 番 号 貸   出 返   納 

 時   分 時  分  

 




